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会 議 録 

件名 第４回「学校の在り方」下館北中学校区保護者協議会について 

日時 
令和２年１月１５日（水） 

午後７時から ８時１５分まで 

記録者 

  

職名 学務課 係長 

場所 下館北中学校 ２階 集会室 
氏名 

 
市村 治 

区分 会議 来訪 電話 その他（     ） 電話 ２８－０１８１ 

相手方 

保護者委員   １３名（欠席８名） 

オブザーバー   ５名 

傍聴者      ０名 

出席者 

小野塚部長、古幡次長 

飯山課長、報告者 

萩野谷指導課長、樋山指導主事 

 

・あいさつ【会長、教育長】 

・協  議 

  ○前回の振り返り 

     ⇒（質問等、特になし） 

   

○協議事項 

   （１）統合の時期について 

    ・ただいまの説明で質問がありましたら、お願いします。【会長】 

    →ちょうど５年生なので、統合の時期に北中から下中に行くことになる。制服はさほど変わり

はないと思うが、ここには「制服等」と書いてありわかりづらいが、体操服もそうだが、た

ぶんスクールバック等やそのほかの学用品も違うと思う。さきほどの説明では北中の体操服

を着てもいいし、下中の体操服を着てもいいと言われたが、統一した方がわかりやすいと思

う。同じ一年生でも、北中学校の中で、下中の体操服を着る子が出てくる。【委員】 

    →（以下、読み上げ。Q.「制服、運動服、上履きなどのほか、学用品は、下館中学校に合わせ

るのでしょうか。」A.「下館中学校に合わせることになります。ただし、統合前でも、統合す

ることが決まれば、事前に制服等を下館中学校に合わせ、北中学校で使用していただくこと

とします。」）ということで、下館中学校の体操服等を購入していただき、下館北中学校で、

下館中学校の体操服等で過ごしていただく、ということでございます。【教育委員会】 

    →そうなると、制服以外のスクールバックとかも合わせて・・・。一年間・・・。その辺が・・・。

【委員】 

    →決めちゃった方が親は安心だよね。下中に統一したりとか。まあ、ちょっと変だけどね。【委

員】 

    →マークが入っているんだよね。そこだけ、縫い合わせるとか。後は、北中にいるのに・・・。

【委員】 

    →買いなおすのであれば、一年生から下中の体操服を着なくてもよいが、一年生の中に下中と

北中の体操服が混在すると、ちぐはぐだ。【委員】 

    →すみません。今、事務局の方でも話が出て、その点につきましては、改めて事務方として統

一的な考えを決めまして、ご通知いたします。【教育委員会】 

→Q＆A で「下館中学校で、北中の制服等を着て頂いても構いません。」となっているから、矛

盾してくる。【委員】 
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   →Q＆Aだけでも不十分なので、新年度に入って、当然制服等を準備する時期が来ます。その前に、

改めて学校側から全保護者へ通知した方が不安なくいくと思いますので、学校側から「こうして

ください」という通知を出す形で考えていきたいと思います。【教育委員会】 

    

   ・今まで参加できなかったが、もう統合は決まっているのかと思った。この資料を見させて頂き、

スクールバスが6ｋｍとあるが、これはまだ検討中なのか？【委員】 

   →スクールバスについては、後で協議する場がありますので、統合の時期について、お願いします。

その他、質問等はありますか？【会長】 

   →（意見なし） 

 

   ◎まとめ 

統合の時期については、令和 5年4月ということで、1月25日の保護者全体説明会で説明する。 

 

 

（２）五所小学校の学区の見直しについて 

・今までも、指定校変更ではなく、五所小学校から北中学校に行く生徒自体が少なかった。ただい

まの事務局の説明で質問がありましたら、お願いします。【会長】 

→できれば早くしてほしいが、統合の時期に合わせるということでいいと思う。【委員】 

→（その他、意見なし） 

 

   ◎まとめ 

五所小学校の通学区を全て西中学校の通学区とし、見直しの時期については令和５年４月とし、

保護者全体説明会で説明する。 

 

 

（３）その他 

①保護者全体説明会・スクールバス運行説明会について 

    ・学校に来るのに、どのようなルートになるか？【委員】 

    →今のところ想定しているのは、中型バスでぐるっと回る感じだ。集合場所までは、集まって頂

くことになると思います。【教育委員会】 

    →（その他、質問なし） 

 

    ②「保護者協議会だよりVol.4」の発行について 

    ・皆さん目を通して頂き、よろしければこの案で発行したいと思いますがいかがですか？【会長】 

    →（質問等なし） 

 

    ③地区説明会の開催について 

    ・地域の人に通知を出するのが、保護者全体説明会の前になってしまうが、問題ないか？【委員】 

    →以前は地区協議会として考えていたが、前回の第３回以降、昨年中に各自治会長や副会長、公

民館長に経緯を説明させて頂いた。結論としては、保護者の決定に従うということで、地区説

明会という形になった。ただ、五所小学校区については、中と河間とは別にした方がよい、と

いう意見があり、この形になった。再三お願いしたのは、保護者を見守ってください、という

ことで、地域には前振りしています。【教育委員会】 

    →話が済んでいるならいい。せっかくここまで来て、台無しになってはと思い。【委員】 
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    ④「学校の在り方に関するQ＆A」の追加修正等について 

    ・（質問等なし） 

 

  〇その他 

   ・2/9地区説明会の後については、どうなるのか？【委員】 

→1/25の保護者全体説明会と2/9の地区説明会には、保護者協議会の皆さんも当事者として参加し

て頂きたいと考えています。また、参加されなかった方についても、2/9が終わった後、その状況

報告はすべきと考えています。ただ、議会への議案上程については、順調にいっても３月の議会

は早急すぎると考えています。議員に対しては別途、状況を報告しており、議会にいつ諮るかは、

2/9の状況を見てみないと何とも言えませんが、３月か６月か事務局で考えて、皆さんにお示して

いきたいと考えています。それは会議をやらずに、案内だけでもよいかとも思っています。また、

次の保護者協議会の開催の仕方については、４月にやるか５月にやるか、役員さんと相談しなが

らご案内したいと考えています。ただ、想定としては、いままでのようにタイトでなくとも済む

ように考えています。今は過渡期で、説明が十分ではありませんが、2/9以降に改めて、ご案内し

たいと思います。【教育委員会】 

→（出欠確認票の提出依頼。） 

→貴重な時間を割いて、皆さんのご意見を頂きました。子どもの将来のために、最高の条件を作り

ながら、進めていきたいと考えています。ひと区切りではありますが、今後、具体的な協議事項

もありますので、さらにご意見を頂きたいと思いますので、よろしくお願いします。長い間、本

当にありがとうございました。【教育長】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


